
　外部委託時の労災診療費審査点検業務の流れ

システムに入力 

  

  

  

 

労働局 

労災保険指定医療機関等 

委託業者 

労働基準監督署 

災害発生状況、災害発

生原因等の実地調査、

事情聴取 

 

 ・被災労働者 

 ・事業主 

 ・同僚労働者等 

請求書、同内訳

書（レセプト） 

 

請求書等 
審査点検事務補助 

療養の 

給付請求書 

審査点検事務 

  

  

  

 

労災診療費審査委員会 
 

審査（査定）確定 

療養の 

給付請求

療養の給付

請求書（写） 

診療報酬点数表等

に基づく形式的な審

査点検 

労災固有部分の点検 

全ての修正内容、疑義に

ついて疑義付箋に記入 

必要に応じて、被災

労働者、医療機関等

に内容確認 

疑義付箋が付けられた

事案については、重点

的に確認 

監督署の認定状況を確

認 

厚生労働省 

支払 

・主治医に対する意見

照会（意見書） 

・カルテ、レントゲン写真、

手術記録等の確認 

・労働局から提供された

レセプト情報の活用 

 

受  付 

調査の指示、

情報提供 

支払決定 

業務上外 

認定 

全数審査 

前月までのレセプト

内容との確認 

レセプト情報 

・疑義付箋 

調査中 

業務外認定 

業務上認定 

支払保留 

不支給 

点検内容確認（全数） 

疑義内容の精査 

審査済 

請求書等 


